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 報道関係者 各位 

 

 平成 31 年２月５日 
【照会先】 
 第二部会担当審査総括室 
    室長 倉持 清子 
  （直通電話） 03-5403-2164 

 

 

千代川運輸不当労働行為再審査事件 

（平成 29 年(不再)第 35 号）命令書交付について 

 

 

 中央労働委員会第二部会（部会長 山川隆一）は、平成 31 年２月４日、標記事件に関する命令書

を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。 

 命令の概要は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【命令のポイント】 

～賃上げ交渉において、必要な資料を示すなどして十分に説明しなかったことは、労組法第７条

第２号の不当労働行為に当たり、不当労働行為後に労働者供給契約が終了したとしても、救済の

利益は失われないとした事案～ 

 会社は、労供組合員の賃上げ交渉において、賃上げ余力はないと回答したが、その合理的根拠

を必要な資料を示すなどして十分に説明したとはいえないから、会社の対応は労組法第７条第２

号の不当労働行為に当たる。また、不当労働行為後に労働者供給契約が終了し、労供組合員がい

なくなったとしても、組合の団体交渉権に対する侵害状態が回復したとはいえず、労使関係は存

続していることも踏まえれば、救済の利益が消滅したとはいえない。 

 

Ⅰ 当事者 
再審査申立人 
千代川運輸株式会社（「会社」）（東京都港区） 
従業員 37 名（平成 27 年７月現在） 

 
再審査被申立人 
全日本建設運輸連帯労働組合関東支部（「組合」）（東京都台東区） 

   組合員数約 200 名（平成 27 年７月現在） 
 
Ⅱ 事案の概要 
１ 本件は、労働者供給契約（「本件供給契約」）により組合から日々雇用労働者の供
給を受けている会社が、組合員（「労供組合員」）の平成 27 年度の賃上げに係る３回
の団体交渉（「本件団交」）において、賃上げ余力はないとの回答の裏付けとなる資
料を示し、理由を説明する等の対応をしなかったことが不当労働行為であるとして、
救済申立てがあった事件である。 

２ 初審東京都労働委員会（「東京都労委」）は、会社の対応は労働組合法（「労組法」）
第７条第２号の不当労働行為に当たるとして、誠実団体交渉応諾、文書交付及び東京
都労委への履行報告を命じたところ、会社はこれを不服として、当委員会に再審査を
申し立てた。 

 
Ⅲ 命令の概要 
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１  主文の要旨 
⑴ 初審命令のうち主文第１項（団交応諾）を取り消す。 
⑵ 初審命令のうち主文第２項を変更し、交付する文書の内容に、会社の対応が中央労
働委員会においても不当労働行為であると認定された旨及び会社は「このことを誠実
に受け止め」る旨を加える。 

⑶ その余の本件再審査申立てを棄却する。 
 
２ 判断の要旨 
⑴ 本件団交における会社の対応が労組法第７条第２号の不当労働行為に当たるか。 
ア 会社は、労供組合員の賃上げに関して、労組法上の使用者に当たるから、団交応 
諾義務がある。 

  労供組合員の賃上げが本件団交の議題として特定されていることは明白であり、組
合の「２０１５春闘関東支部統一要求」が儀式化・形骸化していたということはでき
ず、労供組合員に係る交渉が終結ないし妥結済みであったともいえない。 

  イ 本件団交において、賃上げ余力がないことを裏付けるものとして、会社が組合に
提示した資料では、労供組合員が従事する事業部門における営業損失が発生したこ
とを理解することは可能であるが、売上金額は年々増えており、売上げは増えてい
ないという会社の説明内容と整合していない。会社は、本件初審審査手続において、
売上金額について、運送業務以外の倉庫管理業務の売上げ等も含まれていた旨説明
したが、これらを本件団交当時に説明することができなかった事情もうかがわれな
い。加えて、本件団交当時、会社全体では黒字であり、正社員数は本件団交前後の
１年間で約１０名増加していた。また、燃料費の増減についての予測も十分に説明
はなされていない。 
そうすると、会社の説明内容と資料の記載は整合していない部分があり、会社が 

した説明内容及び提示した資料をもって賃上げ余力の有無について判断することは
困難であるから、当該事業部門に限ってみても人件費総額や運転手の平均年収の推移
等の分かる資料の提示等を求める組合の要求に対し会社の説明は不十分なものであ
ったといわざるを得ない。 
会社が、50 円の賃上げに応じる旨回答したことは、その限りでは組合に歩み寄り、

合意の形成に向けて努力したものとして評価されるべきものではあるが、その根拠と
なる経営状況等を説明する必要がなくなったということはできず、当該回答をもって
誠実に対応したということはできない。 

ウ 会社は、組合の団体交渉の申入れに応じ、代表者である社長が自ら本件団交に出席
し、資料を作成して説明をしてはいるものの、賃上げ余力はないとの自らの回答につ
いてその合理的根拠を必要な資料を示すなどして十分に説明したとはいえず、会社の
対応は誠実であったとはいえないから、本件団交における会社の対応は、労組法第７
条第２号に該当する。 

⑵ 救済利益の有無 
本件不当労働行為がなされた後に本件供給契約が終了し、会社に労供組合員が存在し

なくなったとしても、本件不当労働行為によって生じた組合の団体交渉権に対する侵害
状態が回復したとはいえず、組合の組合員が会社の正社員として就労しており労使関係
は存続していることも踏まえれば、救済利益が消滅したとはいえない。 

⑶ 救済方法 
今後、労供組合員が会社で就労することはなくなったことから、労供組合員の賃上げ

に関する団体交渉を改めて行ったとしてもこれ以上に進展することは見込めないので
あり、そのほか本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、平成 27 年度の労供組合員
の賃上げに関する団体交渉を命じる必要性があるとまではいえない。 

【参考】 
初審救済申立日 平成 27 年７月 27 日（東京都労委平成 27 年(不)第 66 号） 
初審命令交付日 平成 29 年６月 29 日 
再審査申立日 平成 29 年７月 13 日（会社） 


